
 

川崎市病院局規程第４号 
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川崎市病院局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程の一部を

改正する規程 

 川崎市病院局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程（平成１７年病

院局規程第２６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１（第３条～第５条関係） 

病院企業職給料表(１)初任給基準表 

試験等 学歴免許等 初任給 

試験 

川崎市職員（大学卒程度）採用試験  １級３０号給 

川崎市職員（高校卒程度）採用試験  １級１０号給 

その他 大学卒 １級３０号給 

 短大卒 １級１８号給 

 高校卒 １級１０号給 

別表第２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２（第３条～第５条関係） 

病院企業職給料表(２)初任給基準表 

職種 採用年齢 初任給 

業務職 １８歳以上 １級６号給から１級６９号給まで 

別表第３中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第３（第３条～第５条関係） 

病院企業職給料表(３)初任給基準表 

職種 学歴免許等 初任給 

医師 大学６卒 １級１２号給 

歯科医師   

別表第４中備考以外の部分を次のように改める。 



 

別表第４（第３条～第５条関係） 

病院企業職給料表(４)初任給基準表 

職種 学歴免許等 初任給 

薬剤師 

 

 

大学６卒 １級３８号給 

大学卒 １級３０号給 

診療放射線技師 

 

 

大学卒 １級３０号給 

短大３卒 １級２２号給 

臨床検査技師 

 

 

大学卒 １級３０号給 

短大３卒 １級２２号給 

理学療法士 

 

作業療法士 

大学卒 １級３０号給 

短大３卒 １級２２号給 

言語聴覚士 

 

 

大学卒 １級３０号給 

短大３卒 １級２２号給 

視能訓練士 短大３卒 １級２２号給 

臨床工学技士 

 

 

大学卒 １級３０号給 

短大３卒 １級２２号給 

栄養士 

 

 

大学卒 １級３０号給 

短大卒 １級１８号給 

歯科衛生士 

 

 

 

 

短大３卒 １級２２号給 

短大２卒 １級１８号給 

高校専攻科卒 １級１４号給 

助産師 助産師養成所卒 １級３６号給 



 

看護師 

 

 

大学卒 １級３６号給 

看護師養成所卒 １級３２号給 

准看護師 准看護師養成所卒 １級１６号給 

その他 

 

 

 

 

短大卒 １級１８号給 

高校卒 １級１０号給 

中学卒 １級４号給 

 別表第５中「国立研究開発法人国立国際医療研究センター国立看護大学校（

」を「国立健康危機管理研究機構看護大学校（旧国立研究開発法人国立国際医

療研究センター国立看護大学校、」に改める。 

別表第８を次のように改める。 

別表第８（第７条関係） 

年齢別最低保障額表 

採用年齢 金額 

歳 円 

１８ １７３，５００  

１９ １７６，８００ 

２０ １８０，１００ 

２１ １８２，９００ 

２２ １８７，３００ 

２３ １９０，７００ 

２４ １９４，０００ 

２５ １９９，５００ 

２６ ２０３，１００ 

２７ ２０８，３００ 



 

２８ ２１１，５００ 

２９ ２１４，８００ 

３０ ２１８，０００ 

３１ ２２１，２００ 

３２ ２２４，４００ 

３３ ２２７，６００ 

３４ ２３２，４００ 

３５ ２３５，６００ 

３６ ２３８，８００ 

３７ ２４１，３００ 

３８ ２４３，２００ 

３９ ２４４，１００ 

４０ ２４５，０００ 

４１ ２４５，９００ 

４２ ２４６，８００ 

４３ ２４７，６００ 

４４ ２４８，４００ 

４５ ２４９，２００ 

４６ ２４９，９００ 

４７ ２５０，６００ 

４８ ２５１，４００ 

４９ ２５２，２００ 

５０ ２５２，９００ 

５１ ２５３，６００ 

５２ ２５４，０００ 



 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 （初任給に関する在職者調整） 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）前から引き続き在職し、

かつ、令和６年８月１日以後に職員となった者（病院事業管理者（以下「管

理者」という。）の定める職員を除く。）については、その者の施行日にお

ける昇給後の号給を、当該号給に３号給の範囲内で管理者の定める号給数を

加えて得た号給に調整することができる。 

（年齢別最低保障額に関する在職者調整） 

３ 施行日前から引き続き在職する職員で、その者を規程第１４条第１項第３

号の勤務成績が良好である職員とみなした場合の施行日における昇給後の号

給（前項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該昇給及び同項の規定に

よる調整後の号給。以下同じ。）の額が、その者の施行日における年齢に対

応する改正後の規程別表第８に定める年齢別最低保障額表に掲げる額を下回

る者については、その者の施行日における昇給後の号給を、当該号給に管理

者の定める号給数を加えて得た号給に調整することができる。 

 （雑則） 

４ 前２項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は管理者が

別に定める。 

 

５３ ２５４，４００ 

５４ ２５４，８００ 

５５歳以上 ２５５，２００ 


